










































議案第３号 

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例（平成18年久慈市条例第46号）の一部を

次のように改正する。 

附則中第３項の前の見出し、同項及び第４項を削り、第５項の前に見出しとして

「（防疫作業手当の特例）」を付し、同項中「新型コロナウイルス感染症」の次に

「（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民

共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告され

たものに限る。）である感染症をいう。）」を加え、「並びに附則第３項」を削り、

同項を附則第３項とし、附則第６項を附則第４項とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和５年６月８日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業に従事する職員に対する防疫作業手当の

特例を削除しようとするものである。 



議案第４号 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

の一部を改正する条例 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例（平成27

年久慈市条例第26号）の一部を次のように改正する。 

別表第１の３の項及び別表第２の９の項中「乳幼児、小中学生」を「子ども」に改

める。 

附 則 

この条例は、令和６年２月１日から施行する。 

令和５年６月８日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

個人番号の利用範囲に高校生等に対する医療費の給付に関する事務を加えようとす

るものである。 



議案第５号 

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部を改正する 

条例 

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例（平成18年久慈市条例第51

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第８号中「第４号」を「第５号」に改め、同号を同条第９号とし、同条中第

４号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 庁舎等の設備機器の賃貸借に関する契約 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和５年６月８日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

庁舎等の設備機器の賃貸借について長期継続契約を締結できるよう、所要の改正を

しようとするものである。 



議案第６号 

市税条例の一部を改正する条例 

市税条例（平成18年久慈市条例第76号）の一部を次のように改正する。 

第35条の９第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかった金額のうち

法第314条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え、「の同項の」

を「の前項の」に、「若しくは市民税に充当し」を「、個人の市民税若しくは森林環

境税を納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を「を納付し、若しくは納入す

る」に改める。 

第37条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中

「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前

項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加え

る。 

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経由して

提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該

給与支払者を経由して提出した前項又は法第317条の３の２第１項の規定による申

告書（その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者

を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書）

に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則で定めるところによ

り、前項又は法第317条の３の２第１項の規定により記載すべき事項に代えて当該

異動がない旨を記載した前項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を

提出することができる。 

第39条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「によって」を「に

より」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて

賦課し、及び徴収する。 

第42条中「及び」を「、個人の」に、「の合算額」を「及び森林環境税額の合算額」

に、「によって」を「により」に改める。 

第45条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、

「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び



第５項において同じ。）」を加え、同条第２項中「においては」を「には」に、「に

よって」を「により」に改め、同条第３項中「によって」を「により」に改め、同条

第５項中「によって」を「により」に、「第１項」を「、第１項」に改め、同条第６

項中「によって」を「により」に、「、当該年度」を「当該年度」に、「納税義務者

から」を「当該納税義務者から」に、「その事由がその年の」を「当該納税義務者が」

に、「発生した場合」を「給与の支払を受けないこととなった場合」に、「当該納税

義務者に」を「その者に」に改める。 

第48条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、

同条第２項中「通知によって」を「通知により」に、「第17条の２の規定によって」

を「第17条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、

同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるものとし、当該市町村

徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入することを

委託したものとみなす」に改める。 

第48条の２の見出し中「所得に係る」を削り、同条第１項中「によって徴収するこ

とが」を「により徴収することが」に、「である場合においては」を「である場合に

は」に改め、「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含

む。以下この条及び第48条の５において同じ。）」を加え、「によって徴収する場合

においては」を「により徴収する場合には」に、「によって徴収する。」を「により

徴収する。」に改め、同項第２号及び同条第２項中「によって」を「により」に改め

る。 

第48条の６の見出し中「繰入」を「繰入れ」に改め、同条第１項中「によって」を

「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第２項中「方法によって」を

「方法により」に、「第17条の２の規定によって」を「第17条の２の２第１項第２号

に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の

規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、

「に充当する」を「を納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第79条第１項中「それぞれ」を「、それぞれ」に改め、同項第１号エ中「及び側面」

を「、側面」に改め、「三輪のもの」の次に「及び道路運送車両の保安基準（昭和26

年運輸省令第67号）第１条第１項第13号の６に規定する特定小型原動機付自転車」を

加える。 



附則第15条の２第４項及び附則第16条の２第３項中「100分の10」を「100分の35」

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年７月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第35条の９第２項並びに第39条の見出し及び同条第１項の改正規定、同条に１

項を加える改正規定並びに第42条、第45条、第48条、第48条の２（見出しを含

む。）及び第48条の６（見出しを含む。）の改正規定並びに附則第15条の２の改

正規定及び附則第16条の２第３項の改正規定並びに次条第１項並びに附則第３条

第１項（この条例による改正後の市税条例（以下「新条例」という。）附則第16

条の２第３項に係る部分に限る。）及び第２項の規定 令和６年１月１日 

(2) 第37条の３の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の市税条例の規定中個人の市民税に関

する部分は、令和６年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年

度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第37条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受けるべ

き市税条例第37条の３の２第１項に規定する給与（以下この項において「給与」と

いう。）について提出する同条第１項の規定による申告書について適用し、同日前

に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、な

お従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第79条第１号エ及び附則第16条の２第３項の規定は、令和６年度以後

の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの軽自動車税の

種別割については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第15条の２第４項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の

日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割

について適用し、同日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車

税の環境性能割については、なお従前の例による。 



令和５年６月８日提出 

                        久慈市長 遠 藤 譲 一 

 提案理由 

 地方税法の一部改正に伴い、個人市民税に係る森林環境税の導入に向けた必要な規

定等の整備、軽自動車税に係る特定小型原動機付自転車の軽自動車税の税率の新設等

所要の改正をしようとするものである。 



議案第７号 

地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例

の一部を改正する条例 

地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例（平成30

年久慈市条例第23号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「当該同意の日が平成31年３月31日以前であるものに限る。」を削り、「

起算して５年以内」を「令和７年３月31日まで」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和５年６月８日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

固定資産税の課税免除の適用対象となる地域経済牽引事業のための施設の設置の期

限を延長するとともに、所要の整備をしようとするものである。 



報告第１号

国県支出金 地方債 その他

円 円 円 円 円 円 円

２ 総務費 １総務管理費 29,909,000 29,909,000 29,909,000

２ 総務費 １総務管理費 69,240,000 20,000,000 34,897 19,000,000 965,103

２ 総務費 ３ 4,919,000 4,919,000 4,918,000 1,000

３ 民生費 １社会福祉費 7,700,000 7,700,000 7,700,000 0

３ 民生費 ２児童福祉費 515,000 514,800 514,800

４ 衛生費 １保健衛生費 22,980,000 1,980,000 1,980,000 0

６ 農林水産業費３水産業費 38,837,000 38,837,000 51,650 18,418,500 16,500,000 3,866,850

６ 農林水産業費３水産業費 4,140,000 3,957,700 71,000 0 2,600,000 1,286,700

７ 商工費 １商工費 63,644,000 16,588,000 0 0 4,300,000 12,288,000

８ 土木費 ２道路橋梁費 15,345,000 15,345,000 10,230,000 4,200,000 915,000

８ 土木費 ２道路橋梁費 290,781,000 290,780,700 13,530 164,270,000 113,100,000 13,397,170

８ 土木費 ２道路橋梁費 17,595,000 17,595,000 17,500,000 95,000

８ 土木費 ２道路橋梁費 36,785,000 36,558,883 53,600 19,974,000 14,600,000 1,500,000 431,283

８ 土木費 ２道路橋梁費 21,299,000 20,287,700 69,476 20,100,000 118,224

８ 土木費 ５都市計画費 4,000,000 4,000,000 0 0 3,600,000 400,000

９ 消防費 １消防費 5,720,000 5,718,170 0 5,130,000 588,170

９ 消防費 １消防費 8,954,000 8,954,000 8,954,000

10 教育費 ２小学校費 175,000 175,000 0 88,000 87,000

10 教育費 ２小学校費 10,918,000 10,566,000 0 0 6,800,000 3,766,000

10 教育費 ２小学校費 207,240,000 207,240,000 0 0 180,000,000 27,240,000

10 教育費 ３中学校費 1,225,000 1,225,000 0 616,000 609,000

10 教育費 ３中学校費 572,000 572,000 572,000

10 教育費 ４社会教育費 1,969,000 1,969,000 1,969,000

戸籍住民基
本台帳費

出産・子育て応援事業

管財経費

広域道の駅整備事業

地域介護・福祉空間整
備等施設整備補助金

漁港整備事業〔補助〕

道路新設改良事業〔単
独〕

道路維持補修事業〔単
独〕

交流促進センター整備
事業

戸籍総合システム経費

道路新設改良事業〔補
助〕

道路維持補修事業〔補
助〕

公立保育所運営費

漁港整備事業〔単独〕

除雪機械整備事業

公園整備事業〔単独〕

消防ポンプ自動車整備
事業

災害対策事業

遠距離通学支援事業

学校空調設備整備事業

令和４年度久慈市一般会計繰越明許費繰越計算書

款

左　　 の　　 財　　 源　　 内　　 訳

未 収 入 特 定 財 源
一般財源

金　額
翌　年　度

繰　越　額
既 収 入
特 定 財 源

項 事　業　名

久慈湊小学校移転改築
事業

遠距離通学支援事業

学校空調設備整備事業

文化会館運営管理費



国県支出金 地方債 その他

款

左　　 の　　 財　　 源　　 内　　 訳

未 収 入 特 定 財 源
一般財源

金　額
翌　年　度

繰　越　額
既 収 入
特 定 財 源

項 事　業　名

円 円 円 円 円 円 円

10 教育費 ５保健体育費 15,130,000 14,291,880 14,291,880

10 教育費 ５保健体育費 1,172,000 1,171,500 1,171,500

11 災害復旧費 １ 212,420,000 208,437,000 72,648,000 40,400,000 95,389,000

11 災害復旧費 １ 180,822,000 129,845,480 18,060 129,800,000 27,420

11 災害復旧費 ２ 14,247,000 13,147,000 0 0 12,900,000 247,000

11 災害復旧費 ３ 2,536,000 400,000 0 0 200,000 200,000

11 災害復旧費 ４ 60,000,000 39,300,000 20,639,000 10,300,000 8,361,000

　　令和５年６月８日提出

岩手県久慈市長　遠　藤　譲　一　

現年発生補助災害復旧
事業

公共土木施
設災害復旧
費

公共土木施
設災害復旧
費

消防施設災
害復旧費

都市計画施
設災害復旧
費

現年発生単独災害復旧
事業

現年発生補助災害復旧
事業

現年発生単独災害復旧
事業

農林水産施
設災害復旧
費

現年発生単独災害復旧
事業

体育施設維持管理費

学校給食センター運営
管理費



報告第２号

国県支出金 地方債 その他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

８ 土木費 ２道路橋梁費 道路新設改良事業〔単独〕 7,529,678 6,313,951 1,215,727 1,215,727 1,000,000 215,727

８ 土木費 ５都市計画費 公園整備事業〔単独〕 8,000,000 8,000,000 8,000,000 7,200,000 800,000

９ 消防費 １消防費 消防水利施設整備事業 13,143,000 9,588,200 3,554,800 3,554,800 3,554,800

12,770,527 0 0 8,200,000 0 4,570,527

　　令和５年６月８日提出 8,200,000 8,200,000

岩手県久慈市長　遠　藤　譲　一　

令和４年度久慈市一般会計事故繰越し繰越計算書

補償物件の移設協議・
調整に不測の日数を要
したため

事　業　名
支出負担
行 為 額

説　　明
支出済額

款

左　 の 　財 　源 　内 　訳

支出未済額
項

左  の  内  訳

支出負担行為
予　定　額 一般財源

翌　年　度
繰　越　額

工法選定に不測の日数
を要したため

既 収 入
特定財源

道路管理者との協議に
不測の日数を要したた
め

未 収 入 特 定 財 源



報告第３号

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

　　令和５年６月８日提出

岩手県久慈市長　遠　藤　譲　一　

給配水管の凍結破損に
よる漏水が増加し工程
に遅延が生じたため

１ 水道事業費用 １ 営業費用 配水及び給水事業 6,520,800 6,520,800 6,520,800

不　用　額

　地方公営企業法第26条第２項ただし書の規定による事故繰越額

款 項 事　業　名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌　年　度
繰　越　額

左の財源内訳 翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額□□□□

説　　明

国県補助金 企業債
損 益 勘 定
留保資金等

１ 資本的支出

48,347,300
布設計画の見直しによ
り工程に遅延が生じた
ため

１ 資本的支出 １ 建設改良費 配給水施設整備事業 72,527,300 24,180,000 48,347,300

１ 建設改良費 取水及び浄水施設整備事業 62,873,800

令和４年度久慈市水道事業会計予算繰越計算書

　地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 事　業　名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌　年　度
繰　越　額

左の財源内訳

不　用　額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額□□□□

説　　明
損 益 勘 定
留保資金等

国県補助金 企業債

62,873,800

新型コロナウイルス感
染拡大の影響により資
機材の供給に遅延が生
じたため

62,873,800



報告第４号

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

　　令和５年６月８日提出

岩手県久慈市長　遠　藤　譲　一　

85,445,000 38,972,500 44,400,000２
漁業集落排水事業
資本的支出

１ 建設改良費 汚水処理施設整備事業

１
公共下水道事業
資本的支出

１ 建設改良費 雨水処理施設整備事業

194,991,500 81,915,000 113,076,500 39,160,000

新型コロナウイルス感
染拡大の影響により資
機材の供給に遅延が生
じたため

564,599,200 145,421,000 419,178,200 209,435,000 209,400,000 343,200

51,400,000 22,516,500１
公共下水道事業
資本的支出

１ 建設改良費 汚水処理施設修繕事業

新型コロナウイルス感
染拡大の影響により作
業員の確保が難航し工
程に遅延が生じたため

83,520,000

　地方公営企業法第26条第２項ただし書の規定による事故繰越額

款 項 事　業　名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌　年　度
繰　越　額

左の財源内訳

不　用　額

新型コロナウイルス感
染拡大の影響により工
程に遅延が生じたため

汚水処理施設整備事業

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額□□□□

83,520,000 13,930,000

説　　明

国県補助金 企業債
損 益 勘 定
留保資金等

新型コロナウイルス感
染拡大の影響により資
機材の供給に遅延が生
じたため

7,890,000

3,363,000

61,700,000

新型コロナウイルス感
染拡大の影響により工
程に遅延が生じたため

2,072,500

１ １ 建設改良費

１ 建設改良費

公共下水道事業
資本的支出

公共下水道事業
資本的支出

１ 10,648,000 234,020,000 83,257,000 147,400,000雨水処理施設整備事業 244,668,000

85,445,000

令和４年度久慈市下水道事業会計予算繰越計算書

　地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 事　業　名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌　年　度
繰　越　額

左の財源内訳

不　用　額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額□□□□

説　　明

国県補助金 企業債
損 益 勘 定
留保資金等

新型コロナウイルス感
染拡大の影響により資
機材の供給に遅延が生
じたため

２
漁業集落排水事業
費用

１ 営業費用 処理場施設修繕事業 638,000 638,000 638,000



報告第５号 

児童福祉審議会条例の一部を改正する条例に関する専決処分の報告につい 

て 

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、児童福祉審議会条例の一部を改正する条

例について、地方自治法第180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分した

から、同条第２項の規定により、報告する。 

令和５年６月８日 

久慈市長 遠 藤 譲 一  

 







久慈市条例第17号 

児童福祉審議会条例の一部を改正する条例 

児童福祉審議会条例（平成18年久慈市条例第97号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第77条第１項」を「第72条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



報告第６号 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正 

する条例に関する専決処分の報告について 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、地方自治法

第180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したから、同条第２項の規定

により、報告する。 

令和５年６月８日 

久慈市長 遠 藤 譲 一  

 







久慈市条例第18号 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年久慈市条例

第17号）の一部を次のように改正する。 

第25条中「厚生労働大臣が定める指針」を「内閣総理大臣が定める指針」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



報告第７号 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支 

援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に関する 

専決処分の報告について 

子ども・子育て支援法等の一部改正に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について、地方自治法第180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり

専決処分したから、同条第２項の規定により、報告する。 

令和５年６月８日 

久慈市長 遠 藤 譲 一  

 







久慈市条例第19号 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て

支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準を定める条例（平成26年久慈市条例第18号）の一部を次のように

改正する。 

第４条第２項ただし書中「第19条第１項第３号」を「第19条第３号」に改め、同項

第１号中「第19条第１項各号」を「第19条各号」に改め、同項第２号中「第19条第１

項第１号」を「第19条第１号」に改め、同項第３号中「第19条第１項第２号」を「第

19条第２号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に改める。 

第６条第２項中「第19条第１項第１号」を「第19条第１号」に改め、同条第３項中

「第19条第１項第２号又は第３号」を「第19条第２号又は第３号」に、「同項第２号

又は第３号」を「同条第２号又は第３号」に改める。 

第７条第２項中「第19条第１項第２号又は第３号」を「第19条第２号又は第３号」

に改める。 

第８条中「第19条第１項各号」を「第19条各号」に改める。 

第13条第４項第３号ア（ア）中「第19条第１項第１号」を「第19条第１号」に改め、

同号ア（イ）中「第19条第１項第２号」を「第19条第２号」に改め、同号イ（ア）中

「第19条第１項第１号」を「第19条第１号」に改め、同号イ（イ）中「第19条第１項

第２号」を「第19条第２号」に改める。 

第15条第１項第３号中「第25条」を「第25条第１項」に改め、同項第４号中「厚生

労働大臣が定める指針」を「内閣総理大臣が定める指針」に改める。 

第20条第４号中「第19条第１項第１号」を「第19条第１号」に改める。 

第35条第１項中「第19条第１項第１号」を「第19条第１号」に改め、同条第２項中

「第19条第１項第１号」を「第19条第１号」に、「同項第２号」を「同条第２号」に、

「第19条第１項第２号」を「第19条第２号」に改める。 

第36条第１項中「第19条第１項第２号」を「第19条第２号」に改め、同条第２項中

「第19条第１項第２号」を「第19条第２号」に、「第19条第１項第１号」を「第19条

第１号」に改め、同条第３項中「第19条第１項第１号」を「第19条第１号」に、「第

19条第１項第２号」を「第19条第２号」に改める。 



第37条第２項及び第39条第２項中「第19条第１項第３号」を「第19条第３号」に改

める。 

第44条中「厚生労働大臣が定める指針」を「内閣総理大臣が定める指針」に改める。 

第51条第１項中「第19条第１項第１号」を「第19条第１号」に改め、同条第２項中

「第19条第１項第１号」を「第19条第１号」に、「第19条第１項第２号」を「第19条

第２号」に改め、同条第３項中「第19条第１項第３号」を「第19条第３号」に、「第

19条第１項第１号に」を「第19条第１号に」に、「第19条第１項第１号又は第３号」

を「第19条第１号又は第３号」に、「第19条第１項第２号」を「第19条第２号」に改

める。 

第52条第１項中「第19条第１項第２号」を「第19条第２号」に改め、同条第２項中

「第19条第１項第２号」を「第19条第２号」に、「第19条第１項第１号」を「第19条

第１号」に改め、同条第３項中「第19条第１項第２号」を「第19条第２号」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 








